






,し—
(l)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（次の①②で

規定する変更を除きます）は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて
得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起尊して30 日以内に支払い
ます。ただし、 当該変更事項について当社に第20 項(l)の規定に基づく責任
が発生することが明らかな場合には変更補償金としてでなく、損害賠償金
の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。

（ただし、 サー ビスの提供が行われているにもかかわらす運送・宿泊機関等
の座席 ・ 部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は
変更補償金を支払います。）
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カ遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サーピス

の提供
キ旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置

②第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分
にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

(2) 本項 (l) の規定にかかわらす、当社が 1 件の旅行契約に星づき支払う変更
補償金の額は、旅行代金に15％を乗じて得た額を上限とします。また1件の
旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は当社は
変更補償金を支払いません。

(3) 当社は、本項 (l)の規定に至づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、
当社に第20項(l)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該
変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、
当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が
返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。

(4) 当社はお客様が同意された場合同等価値以上の物品・サー ビスの提供をもって、
金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更
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旅行開始日の前日までに 旅行開始日以降に
お客様に通知した場合 お客様に通知した場合

①契約1面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0% 

②契約1面に記覇した入場する観光地又は観光施設 1.0% 2.0% （レストランを含みます）その他の旅行の目的地の変更
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備の

より低い料金のものへの変更（変更後の等級及び 1.0% 2.0% 設備の料金の合計額が契約書面に記鷺した等級
及び設備のそれを下回った場合に限ります）

頷約書面に記繊した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0% 

⑤契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる 1.0% 2.0% 空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
⑥契約書面に記載した日本国内と外国との間に 1.0% 2.0% おける直行便の乗継便又は経由便への変更
⑦契約書面に記絨した宿泊機関の種類又は名称の変更

（当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、 1.0% 2.0% 変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊
機関の等級を上回った場合を除きます。）

⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、 1.0% 2.0% 設備又は景観その他の客室の条件の変更

注l ：最終旅行日程表が交付された場合には、ほ雅り書面」とあるのを「最終旅行
日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、
契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行
日程表の記載内容と実際に提供された旅行サー ピスの内容との間に
変更が生じたときは、それぞれの変更につきl件として取り扱います。

注2：③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので
ある場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注3：④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより
高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注4：④又は⑦もしくは⑧に掲げる変更がl乗車船等又はl泊の中で複数生じ
た場合であっても、1乗車船等又は1泊につきl件として取り扱います。

こ旅行中、 病気、Iプがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また事故の場合、力0害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合
があります。これらを補償するため、お客様こ’自身で十分な額の海外旅行保険に
加入されることをお勧めします。詳しくはスタッフまでお岡い合わせ下さい。

この旅行条件の基準日は、2019年5月1日です。旅行代金は2019年5月1日現在
有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2019年5月1日現在
観光庁長官に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

(1)空港諸税·燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりませんので、旅行代
金と併せて別途日本円でお支払いください。詳しくは契約時にこ案内いたします。

(2 )契約成立後に、空港諸税・燃油サーチャージが新設・増額された場合にはそ
の不足分を追加徴収し、減額された場合にはその減額分を払い戻します。

(3)燃油サーチャージの値上げを理由とした旅行契約の解除の場合は所定の取
消料を申し受けます。
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(1)お客様が個人的な案内•買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合の

それに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意
による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が
生じたときにはそれらの費用をお客様にこ負担いただきます。

(2 )お客様の便宜をはかるため土産物店等にこ案内をすることがありますが、
お買い物に際しましては、お客様の貴任でこ購入していただきます。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)子供料金及び幼児料金は、コースによって規定が異なります。
(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発恰のものに

ついては日程表に記載している出発空港を出発（集合）してから、当該空港
に帰慧（解散）するまでとなります。ただし企画書面にて別途旅程を管理する
義務を負う範囲を定めた場合は、この限りではありません。

(6) 旅行先の衛生状況・危険情報について。渡航先（国または地域）によっては
厚生労働省により感染症情報、外務省により危険清報などの安全関係の海外
渡航関連情報が出されている場合があります。こ出発までに必すこ自身にて
こ確認下さい。（厚生労働省感染症情報 http://www.torth.go.jp/) 
（外務省海外旅行海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/) 
また、旅行日程·滞在先 ・ 連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報
や緊急時の連絡メ ー ル 等を 受 け 取 れる外務省のシステム「たびレジ」
(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）へのこ登録をお勧めします。

※上記条件は日本国旅券でツアーにこ参加の方を対象としております。日本国籍
以外の方は自国、渡航先国の領事館・入国管理局へこ確認下さい。

※上記条件は2019年5月1日現在の情報をもとに作成しておりますが、各国
の事情により予告なく変更となる場合もこ・ざいます。こ注意下さい。

1 
旅行申込書にこ記入いただく、氏名、年齢、生年月 日、電話番号、メ ール·アドレス、
住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので、当社及び当社受託旅行業者
（以下「当社ら」といいます）は以下に掲げる個人情報の取扱いに関する基本方針
及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様に関する個人情報の
適正な管理•利用と保護に万全を尽くします。
(1)個人情報利用の目的

当社らは、旅行サーピスを手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。
また、当社らは、旅行サー ピス提供機関に対し、お客様の氏名、パスポー ト番
号及び現地滞在先等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提
供します。この他、将来、お客様へより良い旅行商品やサーピスを提供するた
めに、新しい旅行商品やサー ピス、キャンペーン情報等のこ案内、 アンケー トや
旅行参加後のこ感想の提供のお願い、海外旅行体験談のジェイエスティホー

ムページの掲載、統計資料の作成等に、お客様の個人情報を利用させていただ
くことがあります。

(2)個人情報の開示·提供
当社らは、下記の場合を除き、お客様からお預りした個人情報を第三者に開
示・ 提供いたしません。
①お客様こ本人の同意がある場合。
②旅行サー ピス提供機関や当社の手配業務委託先に、旅行サー ビス手配に必

要な最小限度の情報を開示・提供する場合。
③法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。

(3)お客様からこ提供いただけない個人情報が旅行サー ビス手配に必要不可欠
な情報である場合、お申込みをお断りする場合があります。

(4 )当社らは、旅行中に疾 病・事故 等があった場合に備え、お客様のこ旅行中
の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾
病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合
に使用させていただきます。お客様は連絡先の方の固人情報を当社らに提供
することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

(5)当社における個人情報保護に関するお問合せ先
ジェイエスティ名古屋本社電話：052-264-0300 FAX:052-264-4007
または当社ホームページ

（株）ジェイエスティ公誓こユ出互竺認ン
・クル ーズセブン

〒460-0008名古屋市中区栄3-15-27いちこ栄ピル4F（栄松坂屋本店横）8(052)264-0300 総合旅行業務取扱管理者 山田高広
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をご参照下さい。




